
様式第二号の八（第八条の四の五関係） (第1面)

広島市長 殿

提出者

住所

氏名

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

027-345-8870

②事　業　の　規　模
  資本金　　 50,000千円
　売上高　8,365,302千円

③従　 業　 員 　数 　45人

産業廃棄物処理計画書

令和6年5月28日

群馬県高崎市栄町1番1号

株式会社ワイ・ジャスト

代表取締役　遠江　光義

④産業廃棄物の一連
　の処理の工程

別添１ 処理工程図のとおり

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
その処理に関する計画を作成したので、提出します。

①事　業　の　種　類   総合工事業

 事　業　場　の　名　称 　旧ベスト電器五日市店解体工事

 事 業 場 の 所 在 地 　広島県広島市佐伯区八幡1-26-10

 計　　画　　期　　間   令和6年4月1日～令和7年3月31日



別紙１

令和5 年度）　実績量
令和6 年度）　計画量

　 単位：トン／年

現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画

0.5 0.45

34.3 30.87

4.95 4.46

119.56 107.6

2018.38 1816.54

0.5 0.45

2178.19 1960.37 0 0 0 0 0 0 0 0

　 ※上記に分類できない産業廃棄物がある場合に限り、空欄へその産業廃棄物の具体的な名称を記入してください。

合計

動物の死体

ばいじん

水銀使用製品

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

鉱さい

がれき類

動物のふん尿

動植物性残さ

動物系固形不要物

ゴムくず

金属くず

紙くず

木くず

繊維くず

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

排出抑制に関する事項

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

廃プラスチック類

（廃棄物処理法-産業廃棄物処理計画書）

計画：今年度（
現状：前年度（

燃え殻

自ら中間処理により減量する
産業廃棄物の量

自ら埋立処分又は海洋投入処分を
行う産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら行う再生利用に関する事項 自ら行う中間処理に関する事項 自ら行う埋立処分等に関する事項

排出量



別紙１

　

合計

動物の死体

ばいじん

水銀使用製品

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

鉱さい

がれき類

動物のふん尿

動植物性残さ

動物系固形不要物

ゴムくず

金属くず

紙くず

木くず

繊維くず

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

（廃棄物処理法-産業廃棄物処理計画書）

燃え殻

産業廃棄物の種類

単位：トン／年

現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画

0.5 0.45 0.5 0.45 0.5 0.45 0 0 0 0

34.3 30.87 34.3 30.87 34.3 30.87 0 0 0 0

4.95 4.46 4.95 4.46 4.95 4.46 0 0 0 0

119.56 107.6 119.56 107.6 119.56 107.6 0 0 0 0

2018.38 1816.54 1647.24 1482.52 1803.38 1623.04 0 0 0 0

0.5 0.45 0.5 0.45 0.5 0.45 0 0 0 0

2178.19 1960.37 1807.05 1626.35 1963.19 1766.87 0 0 0 0

再生利用業者への
処理委託量

認定熱回収業者への
処理委託量

全処理委託量

処理委託に関する事項

認定熱回収業者以外の熱回収
を行う業者への処理委託量

優良認定処理業者への
処理委託量



別紙２（廃棄物処理法-産業廃棄物処理計画書）

１　産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項（管理体制図等）

２　産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

　

別添２ 管理体制図のとおり

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

場内で再利用できる資材の取り扱いは、極力再利用（リサク
ル）の徹底を図った。

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

現状の取り組みを継続し、排出量の削減に努める。

【参考様式】
記載項目を満たしていれば、任意の様
式で作成したものでも提出可能です。



３　産業廃棄物の分別に関する事項

４　自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

５　自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

　　①現状
　　（分別している産業廃棄物の
　　　種類及び分別に関する取組）

廃プラ、段ボール、金属くず、がれき類、木材に分類。

　　②計画
　　（今後、分別する予定の産業廃
　　　棄物の種類及び分別に関する取
組）

現状の取り組みを継続し、排出量の削減に努める。

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

実施していない

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

実施予定なし

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

実施していない

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

実施予定なし



６　自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

７　産業廃棄物の処理の委託に関する事項

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

電子マニフェストに登録されている業者を中心に採用してい
る。

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

現状の取り組みを継続し、排出量の削減に努める。

　　①現状
　　（これまでに実施した取組）

実施していない

　　②計画
　　（今後実施する予定の取組）

実施予定なし



別添１ 処理工程図

分別収集

収集運搬 収集運搬 収集運搬 収集運搬 収集運搬 収集運搬
（委託） （委託） （委託） （委託） （委託） （委託）

販売 販売 販売 販売

各工事作業所

廃プラ 木くず 金属くず がれき類 コンクリート
くず

石膏ボー
ド類

管理型施
設 管理型施

設

積替保管
施設

石膏ボード再
資源化工場

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品
製造工場

製紙・建材製
造工場

再資源化
工場

再生砕石
製造工場

再資源化
工場

石膏ボード製
造工場

再資源化
工場

製紙・建材原
料・燃料　再
資源化工場

積替保管
施設

積替保管
施設

再
資
源
化
で
き
な
か
っ

た
物

再
資
源
化
で
き
な
か
っ
た
物



別添２ 管理体制図

処理計画作成担当 産業廃棄物担当者

本社　建設本部 処理計画統括責任者

建築部 管理本部

各作業所長 総務部


